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疫
病
治
め
平
和
も
た
ら
す

大
神
神
社
の
摂
社
で
あ
る

大
直
禰
子
神
社
は
、
本
社
二

の
鳥
居
か
ら
北
側
約
１
０
０

㍍
に
鎮
座
し
ま
す
。

「
古
事
記
」
に
は
、
第
十

代
崇
神
天
皇
の
時
代
の
疫
病

大
流
行
時
、
天
皇
は
大
物

主
大
神
の
神
託
に
よ
り
、

大
直
禰
子
命
を
見
出
し
祭

っ
た
と
こ
ろ
、
疫
病
は
治
ま

っ
て
国
が
平
和
に
な
り
栄
え

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
平

安
時
代
の
「
延
暦
僧
録
」

に
よ
る
と
、
奈
良
時
代
に
は

前
身
の
大
神
神
社
の
神
宮
寺

・
大
神
寺
と
し
て
創
建
さ
れ

て
い
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

鎌
倉
時
代
に
叡
尊
に
よ
る

大
改
修
の
際
に
寺
号
を
大
御

輪
寺
に
変
え
、
大
直
禰
子
命

の
御
神
像
と
と
も
に
、
本
尊

の
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像

（
現
在
は
桜
井
市
聖
林
寺

に
安
置
‖
国
宝
）
な
ど
諸
仏

が
祭
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

明
治
時
代
の
神
仏
分
離
に

よ
り
、
諸
仏
は
分
散
さ
れ
廃

寺
と
な
り
、
大
直
禰
子
神
社

と
な
り
ま
し
た
が
、
鎌
倉
時

代
改
修
の
本
堂
は
本
殿
と
し

て
残
り
、
大
神
寺
本
堂
で
あ

っ
た
奈
良
時
代
の
部
材
も
残

っ
て
い
て
、
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大
直
禰
子
命
が
大
物

主
大
神
の
子
孫
で
あ
る
こ
と

か
ら
若
宮
社
と
も
呼
ば
れ
ま

す
。毎

年
４
月
９
日
の
春
の
大

神
祭
で
は
若
宮
の
御
霊
代
を

神
輿
に
移
し
、
神
職
・
巫
女

を
は
じ
め
、
時
代
装
束
に
身

を
包
ん
だ
氏
子
や
稚
児
な
ど

総
勢
約
２
５
０
人
が
、
三
輪

の
町
を
巡
幸
す
る
若
宮
神
幸

祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

（
奈
良
ま
ほ
ろ
ば
ソ
ム
リ
エ

の
会
会
員

池
田
崇
）


